
利用上の注意 

 

１．工業統計調査の範囲は、日本標準産業分類（平成１４年総務省告示第１３９号）に掲

げる「大分類Ｆ－製造業」に属する事業所（国に属する事業所を除く）です。工業統計

調査は、西暦末尾０、３、５及び８年については全数調査を実施し、それ以外の年は従

業者４人以上の事業所を調査の対象としています。 

このため、本書では伸び率をみる際、平成１７年の全事業所（全数調査）の場合は前

回調査年（平成１５年）と比較（前回比）、平成１８年の従業者４人以上、１０人以上

の事業所などの場合は前年（平成１７年）と比較（前年比）しています。 
  

２．工業統計調査における産業格付けの方法は、製造品が単品の事業所については品目６

桁番号の上４桁で産業細分類を決定し、品目が複数の場合は、上２桁の番号（中分類）

を同じくする品目の製造品出荷額等をそれぞれ合計して、その額の最も大きいもので２

桁番号を決定しています。その決定された２桁番号のうち、上記と同様の方法で３桁番

号（小分類）、さらに４桁番号（細分類）を決定し、最終的な産業格付けを行っていま

す。 
  

３．本書では、文中、図等で表示されている産業中分類名については略称を用いています。 

産業中分類の略称については次のとおりです。 

産業中分類名 産業中分類名
食
飲

料品製造業 食料品 食料 なめし革・同製品・毛皮製造業 なめし革・同製品・毛皮 皮革
料・たばこ・飼料製造業 飲料・たばこ・飼料 飲料 窯業・土石製品製造業 窯業・土石製品 窯業
維工業（衣服、その他の繊維製品を除く） 繊維工業 繊維 鉄鋼業 鉄鋼業 鉄鋼

衣服・その他の繊維製品製造業 衣服・その他の繊維製品 衣服 非鉄金属製造業 非鉄金属 非鉄
材・木製品製造業（家具を除く） 木材・木製品 木材 金属製品製造業 金属製品 金属

家具・装備品製造業 家具・装備品 家具 一般機械器具製造業 一般機械 一般
・紙・紙加工品製造業 パルプ・紙・紙加工品 紙パ 電気機械器具製造業 電気機械 電気

印刷・同関連業 印刷・同関連業 印刷 情報通信機械器具製造業 情報通信機械 情報
学工業 化学工業 化学 電子部品・デバイス製造業 電子部品・デバイス 電子
油・石炭製品製造業 石油・石炭製品 石油 輸送用機械器具製造業 輸送機械 輸送

スチック製品製造業（別掲を除く） プラスチック製品 プラ 精密機械器具製造業 精密機械 精密
ム製品製造業 ゴム製品 ゴム その他の製造業 その他 そ他

略　　称 略　　称
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ただし、第３章の「２．我が国製造業の長期構造変化」及び統計表の「第８表 産業

別時系列表（全事業所）」では、長期時系列における産業分類改訂の制約により、別途、

産業を統合して略称を用いています。 
  

４．各項目の金額は、単位未満を四捨五入しているため、積み上げと合計が一致しない場

合があります。なお、比率は、小数点以下第２位で四捨五入しています。 

統計表中、「－」は該当数値なし、「０」は四捨五入による単位未満、「▲」は数値

がマイナスであることを表しています。 

また、「χ」は１又は２の事業所に関する数値で、これをそのまま掲げると個々の申

告者の秘密が漏れるおそれがあるため秘匿した箇所であり、３以上の事業所に関する数

値であっても、１又は２の事業所の数値が前後の関係から判明する箇所も同様としまし

た。ただし、指定統計調査の結果における従業者数の取扱いについては、秘匿を解除す

ることができることとなったため、従業者数の秘匿は行っていません。 
 



 

５．平成１８年の数値は、「平成１８年工業統計速報」による速報値です。今後、公表を

予定している「平成１８年工業統計表［産業編］」の数値が確定値となりますので、利

用に当たってはご注意ください。 

 

６．平成１０年の前年比等については、事業所の捕そくを行ったため、時系列を考慮した

もので計算しています。 

 

７．平成１４年の前年比については、日本標準産業分類の改訂が行われたため、過去の分

類を組み替えたもので計算しています。 

 

８．平成１６年の数値は、「新潟県中越大震災に伴う補足調査」結果（一部推計を含

む）を加えたものです。 



 

言葉の意味（定義） 

 

ここでは、工業統計調査で主に用いる言葉の意味を簡単に解説します。なお、工業統計

調査は「暦年」調査ですので、調査期間が１年間となっている場合は１月～１２月の間の

数値であり、それ以外は特に指定のない限り１２月末日現在の数値となっています。 

 

 製造業  

一般的に「工業」と呼ばれているもので、定義としては下記の１、２の両方の条

件を備えている（事業所の）場合をいいます。 

１．主として新製品の製造加工を行う事業所。  

２．製造加工した新製品を主として卸売する事業所。 

 この調査でいう「卸売」とは次の業務をいいます。 

① 卸売業者又は小売業者に販売すること。 

② 産業用使用者（工場、鉱業所、建設業者、法人組織の農林水産業者、各

種会社、官公庁、学校、病院、ホテルなど）に大量又は多額に製品を販売

すること。 

③ 業務用に主として使用される商品を販売すること。 

業務用に主として使用される商品とは、事務用機械及び家具、病院、美

容院、レストラン、ホテルなどの設備、産業用機械（農業用器具を除く）、

建設材料（木材、セメント、板ガラス、かわらなど）などをいいます。 

④ 同じ企業に属する他の事業所（同じ会社の他の工場、販売所など）に製

品を引き渡すこと。 

 

 指定統計調査  

統計法に基づき、「国が特に重要と認めた統計を指定統計とすることに定め、国民に指

定統計の申告義務を課すと同時に、調査機関は申告の秘密を守り調査票を特定の集計目的

以外に使用しないことを義務づけている」統計調査をいいます。 

 

 日本標準産業分類  

統計調査の正確性と客観性を保持し、統計の相互比較性と利用度の向上を図るためには、

各種統計基準の設定が必要ですが、日本標準産業分類はこのような統計基準の一つとして、

統計調査の結果を産業別に表章することを目的として制定されたものです。一般に産業と

いわれる農業、建設業、製造業、卸売業、小売業などのほかに、教育、宗教、公務、医療

についても定義されています。 

 

 事業所  

事業所とは、一般に工場、製作所、製造所または加工所などと呼ばれているよう

な、一区画を占めて主として製造又は加工を行っている所をいいます。 

 



 

 従業者  

年末現在の個人事業主及び無給家族従業者、常用労働者及び臨時雇用者の計をい

いますが、ここでいう従業者数は臨時雇用者を除いたものです。 

１．個人事業主及び無給家族従業者とは、業務に従事している個人事業主とその

家族で無報酬で常時就業している者をいいます。したがって、実務にたずさわっ

ていない事業主とその家族で手伝い程度のものは含みません。 

２．常用労働者とは、次のいずれかのものをいい、「正社員、正職員等」、「パ

ート・アルバイト等」及び「出向・派遣受入者」に分けられます。 

① 期間を決めず、又は１か月を超える期間を決めて雇われている者 

② 日々又は１か月以内の期間を限って雇われていた者のうち、その月とそ

の前月にそれぞれ１８日以上雇われた者 

③ 人材派遣会社からの派遣従業者、親企業からの出向従業者などは、上記

に準じて扱います 

④ 重役、理事などの役員のうち、常時勤務して毎月給与の支払を受けてい

る者 

⑤ 事業主の家族で、その事業所に働いている者のうち、常時勤務して毎月

給与の支払を受けている者 

ア．「正社員・正職員等」とは、雇用されている者で一般に「正社員」、

「正職員」等と呼ばれている者をいいます。ただし、他企業に出向して

いる者は除きます。 

イ．「パート・アルバイト等」とは、一般に「パートタイマー」、「アル

バイト」、「嘱託」又はそれに近い名称で呼ばれている者をいいます。 

ウ．「出向・派遣受入者」とは、他の企業から受け入れている出向者及び

人材派遣会社からの派遣従業者をいいます。 

３．臨時雇用者とは、常用労働者以外の雇用者で、１か月以内の期間を定めて雇

用されている者や日々雇用されている者をいいます。 

 

 製造品出荷額等  

１年間の「製造品出荷額」、「加工賃収入額」、「修理料収入額」、「製造工程

から出たくず及び廃物の出荷額」及び「その他の収入額」の合計で、消費税及び内

国消費税を含んだ額です。 

１．製造品の出荷とは、その事業所の所有する原材料によって製造されたもの（原

材料を他企業の事業所に支給して製造させたものを含む）を当該事業所から出

荷した場合をいいます。また、次のものも製造品出荷に含まれます。 

① 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの 

② 自家使用されたもの（その事業所において最終製品として使用されたも

の） 

③ 委託販売に出したもの（販売済でないものを含み、当該年に返品された

ものを除く） 

 



 

２．加工賃収入額とは、当該年に他企業の所有に属する主要原材料によって製造

し、あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加えた場合、

これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃をいいます。 

３．その他の収入額とは、冷蔵保管料、自家発電の余剰電力の販売収入額をいい

ます。 

 

 付加価値額(粗付加価値額)  

事業所の生産活動によって、新たに付け加えられた価値のことです。なお工業統

計調査における付加価値額の算式は、次のとおりです。 

（算式） 

付加価値額＝製造品出荷額等＋（製造品年末在庫額－製造品年初在庫額） 

＋（半製品及び仕掛品年末在庫額－半製品及び仕掛品年初在庫額） 

－（消費税を除く内国消費税額 *1＋推計消費税額 *2） 

－原材料使用額等－減価償却額 

粗付加価値額＝製造品出荷額等－(消費税を除く内国消費税額 *1

＋推計消費税額 *2)－原材料使用額等 

 

*1：消費税を除く内国消費税額＝酒税、たばこ税、揮発油税及び地方道路税の

納付税額又は納付すべき税額の合計 

*2：推計消費税額は、平成１３年調査より消費税額の調査を廃止したため推計

したものであり、推計消費税額の算出に当たっては、直接輸出分、原材料、

設備投資を控除しています（投資控除は従業者３０人以上の事業所のみ）。 

 

 有形固定資産投資総額  

土地や建物、製造設備等に投資された額のことです。算式は、次のとおりです。 

（算式） 

有形固定資産投資総額＝土地の取得額＋有形固定資産(土地を除く)の取得額 *1

＋建設仮勘定の年間増減 *2

 

*1：有形固定資産(土地を除く)の取得額は、次のとおりです。 

  ・建物及び構築物（土木設備、建物附属設備を含む） 

  ・機械及び装置（附属設備を含む） 

  ・船舶、車両、運搬具、耐用年数 1 年以上の工具、器具、備品等 

*2：建設仮勘定の増加額とは、この勘定の借方に加えられた額をいい、減少額

とは、この勘定から他の勘定に振り替えられた額をいいます。 

 

 リース契約額及び支払額  

リースとは、賃貸借契約であって、物件を使用する期間が１年を超え、契約期間中原則

として中途解約のできないものをいいます。 

 



 

リース契約額とは、新規に契約したリースのうち、当該年までにリース物件が納入、設

置されて検収が完了し、物件借受書を交付した物件に対するリース契約の契約額のことを

いい、消費税額を含んだ額となっています。 

リース支払額とは、当該年中にリース物件使用料として実際に支払った月々のリース料

の年間合計額をいい、消費税を含んだ額となっています。したがって、当該年以前にリー

ス契約した物件に対して、当年において支払われたリース料も含みます。 



 

工業統計調査について  

 

１．調査の目的 

工業統計調査は、我が国の製造業の実態を正確に把握し、国や都道府県、市区町

村が行う産業振興政策、中小企業対策、立地対策などの施策・計画を講ずるための

基礎資料として欠くことのできないものです。また、我が国の経済統計体系の根幹

を成し、経済白書、中小企業白書などの経済分析及び各種の経済指標へのデータ提

供を目的としています。 

 

２．調査の根拠 

工業統計調査は、統計法に基づく国の指定統計調査（第１０号）であり、明治４２

年の調査開始以来約９７年の歴史を有しています。 

指定統計調査は現在１００号以上ありますが、その中でも工業統計調査は人口・

家族構成などを調査する国勢調査に次ぐ基本的な統計調査として、「製造業の国勢

調査」とも呼ばれています。 

 

３．調査の期日 

毎年１２月３１日現在で実施しています。 

 

４．調査の方法（調査経路） 

工業統計調査は、準備調査と本調査からなっており、本調査の前に準備調査を行

います。準備調査は本調査の対象を把握し、準備調査名簿を作成するものです。本

調査は甲調査 *1、乙調査 *2に別れており、いずれも決まった様式の調査票を調査員

が対象事業所に配布して、記入を依頼し、回収するという方法（自計方式）で行い

ます。 

 

*1：甲調査：従業者のうち「個人事業主及び無給家族従業者」と「常用労働者」

の合計が３０人以上の事業所を調べるものです。 

*2：乙調査：従業者のうち「個人事業主及び無給家族従業者」と「常用労働者」

の合計が２９人以下の事業所を調べるものです。 

 

工業調査指導員

 工 業 調 査 員

注：調査票の回収は逆経路

経
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５．公表物一覧 

① 速 報 

従業者４人以上の事業所について、調査実施から約９か月後に、主要調査項目

（事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等、付加

価値額、有形固定資産投資総額など）を産業中分類別（２桁分類）、従業者規模

別、都道府県別に集計して公表しています。 

② 確 報 

調査実施から約１年３か月後に「工業統計表」として、各編（「品目編」、「産

業編」、「市区町村編」、「用地・用水編」、「工業地区編」、「産業細分類別

統計表(経済産業局別・都道府県別表)」、「企業統計編」）を順次集計して公表

しています。 

 

上記①については産業統計室にて配布、②については政府刊行物サービス・セ

ンターで販売しています。また、刊行物のほか、ＣＤ－ＲＯＭによる提供及び都

道府県別、市区町村別の詳細情報の提供を（財）経済産業調査会経済統計情報セ

ンターにて行っています。 

なお、当省別館１０階の「経済産業省図書館」においても閲覧が可能です。そ

の際、コピーサービスを利用することもできます。 

 


